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建築確認事前相談願書 

（第一面） 

建築確認申請に先立ち、建築確認事前相談（構造計算適合性判定に係る部分を除く。）をお願い

します。 
 

各務原市建築指導課長 宛て 
 

平成   年   月   日 
 

願出者（確認申請書の申請者又は設計者） 
 

住 所 
 

氏 名                  ㊞ 
 

事前相談をする

建築物等の種別 

□建 築 物（用途：               ） 
□建築設備（種類：               ） 
□工 作 物（種類：               ） 
（該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、（ ）内に用途又は種類を記入してください。） 

物 件 名  
（相談物件が認識できるように、物件名（仮称で良い）を記入してください。） 

敷地の地名地番  

連 絡 先 

【資 格】（    ）建築士  （      ）登録第      号

【氏 名】                 
【建築士事務所名】（    ）建築士事務所 

（    ）知事登録第      号 

                  

【所在地】                          

【電話番号等】TEL:          FAX:          

e-mail:                  
 

※受 付 欄 ※決  裁  欄 ※完 了 欄 

課長 係長 係  員 

 
   

 

（注意）※印のある欄は記入しないでください。 



（第二面） 
 
添付書類及び関係法令等について ＊該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 
 
【添付書類】※チェックリストは添付する必要がありません。（ただし、あらかじめのチェックに疑義がある場合には 

後日添付を求める場合があります。） 
・建築確認申請書一式 

□ 正本１通及び副本１通。 
・チェックリスト 

※ 建築基準法施行規則第３条の５第３項第２号に定める書類を準用し、申請者又は設計者がチェックしたもの。 

 
【関係法令等１】（建築基準関係規定について） 
・消防法 

□ 協議済    □ 協議中    □ 未協議    □ 協議を要しない 
・屋外広告物法 

□ 協議済    □ 協議中    □ 未協議    □ 協議を要しない 
・都市計画法 

□ 協議済    □ 協議中    □ 未協議    □ 協議を要しない 
・バリアフリー法 

□ 協議済    □ 協議中    □ 未協議    □ 協議を要しない 
・その他１（                 ）＊その他関係法令等で該当するものがある場合に記入 

□ 協議済    □ 協議中    □ 未協議    □ 協議を要しない 
・その他２（                 ）＊その他関係法令等で該当するものがある場合に記入 

□ 協議済    □ 協議中    □ 未協議    □ 協議を要しない 
・その他３（                 ）＊その他関係法令等で該当するものがある場合に記入 

□ 協議済    □ 協議中    □ 未協議    □ 協議を要しない 

 
【関係法令等２】（建築基準関係規定以外の法令等による手続きについて） 
・省エネ法 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
・地区計画 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
・岐阜県福祉のまちづくり条例 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
・景観協議 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
・緑化協議 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
・浄化槽設置通知書 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
・開発事業指導要綱に基づく事前協議 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
・その他１（                 ）＊その他関係法令等で該当するものがある場合に記入 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
・その他２（                 ）＊その他関係法令等で該当するものがある場合に記入 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
・その他３（                 ）＊その他関係法令等で該当するものがある場合に記入 

□ 手続き済   □ 手続き中   □ 未手続き   □ 手続きを要しない 
 



（第三面） 
 
法令解釈等に関する質疑に 

疑 義 の あ る 事 項 
（図書の名称と内容を箇条書きで記載してください。） 

願 出 者 の 見 解 
（必ず記載してください。） 

  

（注意）法令等の解釈について、特に確認しておきたい内容がある場合に記載してください。 


